
北島町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、飼い主のいない猫の繁殖を抑制し、良好な生活環境の促進を図るため、 

 予算の範囲内において北島町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金（以下「補助金」

という。）を交付することについて必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると 

ころによる。 

(1) 飼い主のいない猫 所有者又は占有者（飼育又は管理をする者）のいない猫をい

う。 

(2) 不妊・去勢手術 卵巣又は卵巣及び子宮の摘出手術、精巣の摘出手術をいう。 

 

（補助金交付対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる者は、町内に住所を有する者並びに町内に事業及び活

動の拠点を有する団体で、町内で捕獲又は保護をした飼い主のいない猫に不妊・去勢

手術を受けさせるものとする。 

 

（補助対象経費） 

第４条 町内に生息する飼い主のいない猫に対し、別表の町長が指定する動物病院におい

て、申請年度内に実施した不妊・去勢手術並びに、雌は左耳、雄は右耳にＶ字カットを行

う手術に係る費用を補助対象とする。 

 

（補助金の額） 

第５条 補助金の額は、１匹につき１万円とする。 

２ 補助対象経費が前項の額に満たない場合の補助金の額は、当該補助対象経費の額とす

る。 

 

（補助金の交付申請） 

第６条 補助金の交付を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、北島町飼い主の 

いない猫の不妊・去勢手術費補助金交付申請書（様式第１号。以下「申請書」という。）

を、定められた期間内に町長に提出しなければならない。 

２ 年度内の申請については、申請者を含む同一世帯及び同一団体各５匹までとする。 

 

（審査及び交付の決定） 



第７条 町長は、前条第 1項の規定による申請書の提出があった場合は、速やかにその内容

を審査の上、適正と認めた場合は補助金の交付を決定し、北島町飼い主のいない猫の

不妊・去勢手術費補助金交付決定通知書（様式第２号）により申請者に通知するもの

とする。 

２ 町長は、予算の範囲内で先着により交付を決定するものとする。 

 

（補助金の中止届） 

第８条 申請者は、申請書を提出した後で不妊・去勢手術を中止する理由が生じた場合は、

速やかに北島町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補助金中止届（様式第３号）を町

長に提出しなければならない。 

 

（補助金の完了報告） 

第９条 申請者は、手術を受けた後は、速やかに北島町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術

費補助金完了報告書（様式第４号。以下「完了報告書」という。）に耳のＶ字カット前と

後の猫の全体の様子等が明らかな写真、手術に係る実施動物病院の獣医師証明書及び領

収書を添えて町長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、申請書の提出時と実際に手術に要した費用が異なる場合は、完了報告書に補

助金額変更理由を記載して提出しなければならない。 

 

（補助金の交付確定） 

第１０条 町長は、前条第１項の規定による完了報告書の提出があった場合は、速やかにそ 

の内容を審査の上、補助金の額を確定し、北島町飼い主のいない猫の不妊・去勢手術費補

助金交付確定通知書（様式第５号。以下「確定通知」という。）により申請者に通知する

ものとする。 

 

（補助金の請求） 

第１１条 前条の規定により確定通知を受けた申請者は、北島町飼い主のいない猫の不妊・ 

去勢手術費補助金交付請求書（様式第６号）を、速やかに町長に提出しなければならない。 

 

（手術後の措置） 

第１２条 第７条第 1項の規定により交付決定を受けた申請者は、対象の猫を手術後、遅滞

なく飼い主となる者を探して引き渡し、又は元の生息場所に戻さなければならない。 

 

（交付決定の取消し） 

第１３条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合は、補助金の交付決定を取

り消すことができる。 



  (1) この要綱の規定に違反した場合 

  (2) 虚偽の内容による交付申請があった場合 

  (3) 手術後、申請者が飼い猫として飼養する場合 

２ 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、北島町飼い主のいない猫の不妊・去勢

手術費補助金交付決定取消通知書・手術費補助金返還命令書（様式第７号。以下「交付決

定取消通知書・返還命令書」という。）により、申請者に通知するものとする。 

 

（補助金の返還） 

第１４条 町長は、前条第 1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、

既に補助金を交付しているときは、交付決定取消通知書・返還命令書により、申請者に対

し期限を定めてその返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第１５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定

める。 

 

      附 則 

この要綱は、令和３年４月１４日から施行する。 

 

 

 

 

別表 

  病院名  住所 

１ トム動物病院 徳島県板野郡北島町中村字福神８－１２ 

２ はせ動物病院 徳島県板野郡北島町鯛浜字大西１００－３ 

３ ドリトル動物病院 松茂診療所 徳島県板野郡松茂町笹木野字八北開拓１３６－３ 

４ たかしま動物病院 徳島県板野郡藍住町勝瑞字幸島１３３－３５ 

５ みなみ動物病院 徳島県板野郡藍住町奥野字矢上前４４－１ 

６ おおしま動物病院 徳島県板野郡藍住町奥野字山畑３９－４ 

７ 藤川動物病院 徳島県徳島市川内町沖島２４７－５ 

８ リューネ動物病院 徳島県鳴門市大麻町桧字東バリ９４－３ 

 


